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生物多様性基本法(略称:なし)
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この法律は、固が生物多様性施策を進めるうえでの基本的な考え方を示した法律です。生物多様性は、遺伝子、種および生鰭系の3つレベルの多様性が重要である

こどを理解して、基本原則にの勺乞勺た事業活動を行うことが重要です。「事業者は」で始まる条項は第 6条のみで、基本原則にの勺tlJ、その事業活動を行うに当たづて

は、事業活動が生物の多様性に及ぼす影響を把握するヒどもに、他の事業者その他の関係者ヒ連携を園りつつ生物の多様性に配慮した事業活動を行うこヒ等により、生

物の多様性に及ぼす影響の低減及び持続可能な利用に努める責務を課しています.都道府県や市町村に対して、生物多様性地域戦略を策定する努力義務を課してい

ますので、事業場がある都道府県・市町村が策定している場合は、取組みの参考になリます.

く法律の骨格〉

保全ヒ利用に関する原則とその考え方(予防的順応的取組方法、長期的な視点、温暖化対策との連携)について3つの原則を定めています【3条】。

固に対しては、基本原則にのっとるともに、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的かっ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を課している

【法 4】。

政府に対しては、毎年、国会に、生物の多様性の状況及び政府が生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関して講じた施策に関する報告および施策〈生物多

様性白書)の提出【法 10】および「生物多様性国家戦略」の策定【法 11】を義務付けている。

都道府県及び市町村に対しては、基本原則にのっとった施策の実施する責務を課す【法6】ヒヒもに、「生物多様性地域戦略」を策定する努力義務を課している【法
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事業者に対しては、基本原則にのっヒって、事業活動が生物多様性に及ぼす影響を把握して関係者ヒ連携して生物多様性に配慮し、影響の低減および持続可能な

利用に努める責務を課しています。【法 6】。

条項 条文 種類

第|条 (目的〉 目的

この法律は、環境基本法(平成 5年法律第 ql号)の基本理念にのっU人生物の多様性の保全及び持続可能な利用について、基

本原則を定め、並びに圏、地方公共団体、事業者、国民及び民聞の団体の責務を明らかにするとともに、生物多様性国家戦略の策

定その他の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の基本ヒなる事項を定めることにより、生物の多様性の保全及

び持続可能な利用に関する施策を総合的かっ計画的に推進し、もって豊かな生物の多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享

受できる自然ヒ共生する社会の実現を固リ、あわせて地球環境の保全に寄与するこどを目的とする。

第2条第 l項 (定義〉 定義

=の法律において「生物の多様性」ヒは、様々な生態系が存在する=と並びに生物の種聞及び種内に様々な差異が存在するごとを

L、ヲ。

第2条第 2項 (定義〉 定義
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この法律において「持続可能な利用」とは、現在及び将来の世代の人聞が生物の多様性の恵沢を享受するとともに人類の存続の

基盤である生物の多様性が将来にわたって維持されるよう、生物その他の生物の多様性の構成要素及び生物の多様性の恵沢の

長期的な減少をもたらさない方法(以下「持続可能な方法」ヒいう.)により生物の多様性の構成要素を利用することをいう。

第3条第 l項 (基本原則) 基本原則

生物の多様性の保全は、健全で息み豊かな自然の維持が生物の多様性の保全に欠くこヒのできないものであるこヒにかんがみ、野

生生物の種の保存等が図られるとヒもに、多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じτ保全されるこヒを旨ヒレて行われな
ければならない.

第3条第2項 (基本原則) 基本原則

生物の多様性の利用は、社会経済活動の変化に伴い生物の多様性が損なわれTきたこヒ及び自然資源の利用によリ圏内外の生

物の多様性に影響を及ぼすおそれがあることを踏まえ、生物の多様性に及ぼす影響が回避され又は最小ヒなるよう、国土及び自然

資源を持続可能な方法で利用するこヒを旨ヒして行われなければならない.

第3条第3項 (基本原則) 基本原則

生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、生物の多様性が微妙な均衡を保っこヒによっT成り立っており、科学的に解明されT

いない事象が多いこヒ及び一度損なわれた生物の多様性を再生するこヒが困難であるこヒにかんがみ、科学的知見の充実に努め

つつ生物の多様性を保全する予防的な取組方法及び事業等の着手後においTも生物の多様性の状況を監視し、その監視の結果

に科学的な評価を加え、これを当該事業等に反映させる順応的な取組方法によリ対応するこヒを旨として行われなければならない.

第3条第4項 (基本原則) 基本原則

生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、生物の多様性から長期的かっ継続的に多くの利益がもたらされることにかんがみ、

長期的な観点から生鰭系等の保全及び再生に努めることを旨としT行われなければならない。

第3条第5項 (基本原則) 基本原則

生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、地球温暖化が生物の多様性に深刻な影響を及ぼすおそれがあるとヒもに、生物の多

様性の保全及び持続可能な利用は地球温暖化の防止等に資するとの認識の下に行われなければならない.

第4条 (園の責務} 責務

国は、前条に定める生物の多様性の保全及び持続可能な利用についTの基本原員~(以下「基本原則J1::.サ.Hこのつヒリ、生物の多様性 (固)

の保全及び持続可能な利用に関する基本的かっ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する.

第 5条 (地方公共団体の責務) 責務

地方公共団体は、基本原則にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に闘し、固の施策に準じた施策及びその他のその 仇妨公共団働

地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する.

第6条 (事業者の責務) 責務

事業者は、基本原則にのっヒリ、その事業活動を行うに当たっては、事業活動が生物の多様性に及ぼす影響を把握するとヒもに、他 (事業者)

の事業者その他の関係者ヒ連携を図リつつ生物の多様性に配慮した事業活動を行うこと等により、生物の多様性に及ぼす影響の

低減及び持続可能な利用に努めるものヒする.

第7条第 l項 (国民及び民間の団体の責務) 責務
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国民は、基本原則にのっとり、生物の多様性の重要性を認識するとともに、その日常生活に関し、外来生物を適切に取り扱うこと及び (国民、

生物の多様性に配慮した物品又は役務を選択するこヒ等により、生物の多様性に及ぼす影響の低減及び持続可能な利用に努める 民間団体)

ものとする。

第 7条第 2項 国民及び民聞の団体は、基本原則にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用のための取組を自ら行うヒヒもに、他の者 責務

の行う生物の多様性の保全及び持続可能な利用のための取組に協力するよう努めるものヒする。 (国民、

民間団体)

第 10条第 l項 (年次報告等〉 義務

政府は、毎年、国会に、生物の多様性の状況及び政府が生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関しT講じた施策に関する報 (政府)

告を提出しなければならない.

第 10条第2項 政府は、毎年、前項の報告に係る生物の多様性の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提 義務

出しなければならない. (政府)

第 11条第 l項 (生物多様性国家戦略の策定等) 義務

政府は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の総合的かっ計画的な推進を図るため、生物の多様性の保全及 (政府)

び持続可能な利用に関する基本的な計画(以下「生物多様性国家戦略」という.)を定めなければならない。

第 13条第 l項 (生物多様性地域戦略の策定等) 努力義務

都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略を基本ヒvr、単独で又は共同して、当該都道府県又は市町村の区域内における生 (都道府県、
物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画(以下「生物多様性地域戦略」ヒL、ぅ.)を定めるよう努めなければならな 市町村)
L、。


